
BtoBプラットフォーム 受発注ライト（買い手）の
改正電子帳簿保存法対応について



更新履歴
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更新日付 更新箇所 更新内容

2021/11/01 初版掲載 －

2021/11/15 電子取引データの書面保存の廃止について 税務調査等への対応方法についての説明を追記しま
した。

2022/03/23 可視性の要件_検索要件 改修が完了したため、「2021年中に改修予定」の記
載を削除しました。



BtoBプラットフォームの改正電子帳簿保存法対応について
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「BtoBプラットフォーム」は、かねてより電子帳簿保存法第10条の「電子取引」に準拠しておりましたが、
今後もお客様に安心してサービスをご利用いただくため、下図の通り、改正電子帳簿保存法の要件を満た
しながら、国税関係帳簿書類の電子データ保存に関する多様な運用パターンに対応いたします。



改正電子帳簿保存法における電子取引の保存要件
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BtoBプラットフォームの取引データは電子帳簿保存法上の区分における電子取引（電子的に授受した取引
情報をデータで保存）に該当し、保存要件として以下の要件が定められています。
今回の改正において、検索要件に変更（赤字箇所）があります。

詳しくは、国税庁の以下資料をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

真実性の要件 1. タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
2. 取引情報の授受後、速やかに（又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やか

に）タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるよう
にしておく

3. 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録
事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う

4. 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行
う

可視性の要件 保存場所に、電子計算機（パソコン等）、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作
マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるように
しておくこと。

電子計算機処理システムの概要書を備え付けること

検索機能を確保すること。
1. 取引年月日、取引金額、取引先の各項目で検索できること
2. 日付又は金額の範囲指定により検索できること
3. 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること

この保存要件に対するBtoBプラットフォーム受発注ライトの対応について、次のページから説明します。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf


真実性の要件への対応
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BtoBプラットフォーム受発注ライトは電子帳簿保存法に定めるところの

記録事項の訂正・削除を行うことができないシステム

に該当します。



可視性の要件_ディスプレイ表示およびプリンタ印刷がすぐできる
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取引された伝票が
一覧表示

伝票の印刷が可能

ディスプレイでの表示の様子【取引データの一覧画面】【対象電子書類の詳細画面】

発注伝票や納品伝票が整然・明瞭な状態で一覧表示されます。
発注書・納品書をPDFでダウンロードし、印刷することが可能です。

例：取引一覧 例：取引伝票一覧



可視性の要件_システム概要書類の据え置き
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ユーザー画面にシステム概要書類（マニュアル、サービス紹介資料）を配備
ご利用ガイドからマニュアルをご確認いただけます。

ご利用ガイドマイページ



可視性の要件_検索要件
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１．運用分析＞取引伝票一覧

取引金額

以下の検索要件を満たしています。

①取引年月日、取引金額、取引先で検索できる
②日付または金額の範囲指定で検索できる
③二つ以上の任意の組み合わせ条件で検索できる

※一覧の画面表示はできません

PDF

①取引年月日
②範囲指定で検索可能

①取引先

①取引金額
②範囲指定で検索可能

③二つ以上の組合せ可能



電子取引データの書面保存の廃止について
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現行の第１０条では、

電子取引の情報を紙に出力し、保存することも認めてきました。

改正後は、青字箇所が削除されます。

※改正電子帳簿保存法では第７条に定義される内容となります。

この変更により電子取引の情報を紙で保存することができなくなります。

BtoBプラットフォームでの保存は問題ありません。また、業務上で必要な場合に紙

に印刷することについても問題はありません。

税務調査等でBtoBプラットフォームの取引データを提出する際に紙に印刷すること

はできなくなります。提出の際は、BtoBプラットフォームの画面を直接確認いただ

くか、PDF出力したデータをご提出ください。

所得税（源泉徴収に係る所得税を除く。）及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、

財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計

算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。


